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国民年金保険料の納付は、国民年金保険料の納付は、
口座振替が“便利”で“お得”！口座振替が“便利”で“お得”！

年
金

【申込方法】
　口座振替申出書に必要事項を記入・押印（金
融機関の届出印）し、市民課へ提出してくだ
さい（年金事務所または金融機関窓口でも
可）。※申出書は市民課にあります

【申込締切】
　口座振替で上期６か月分（４月～９月分）
または１年分の前納を希望される方は、２月
29日（水）までにお申し込みください。

平成24年度の国民年金保険料は、月額14,980円です。
“便利”で“お得”な口座振替前納の申込締切は、２月末日です。

※一部納付（一部免除）の方は、毎月納付の口座振替（翌月末振替）のみご利用できます
※月末が休日の場合は、翌営業日が振替日となります

問　市民課（市役所1階）（☎88‐8102）／福井年金事務所　国民年金課（☎0776‐23‐4516）

平成24年度国民年金保険料　納入額早見表

納　付　方　法
１か月分 ６か月分 １年分

保険料額 割引額 保険料額 割引額 保険料額 割引額

毎月納 付
現金・口座振替（翌月末振替） 14,980円 － 89,880円 － 179,760円 －

口座振替（当月末振替） 14,930円 50円 89,580円 300円 179,160円 600円

６か月前納
現　　金 － － 89,150円 730円 178,300円 1,460円

口座振替（4・10月末振替） － － 88,860円 1,020円 177,720円 2,040円

１年 前 納
現　　金 － － － － 176,570円 3,190円

口座振替（４月末振替） － － － － 175,990円 3,770円

携帯版 登山計画書の受付開始！
開始日時　3月1日（木）　午前9時から
受 信 先　警察本部地域課、管轄の警察署
　　　登山計画書は、あなたの生命を守る命綱です。
　　　安心して登山をしていただくために、登山計画書の
　　提出をお願いします。

ＱＲコードを読み取り
簡単アクセス !!

URL https://www.e-tetsuzuki99.com/eap-mobile/Entrance.do?
 Command=APPLY&lcd=180009&pkgId=000010020502
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　健康で快適な生活を送るために、健診の機会
を活用し健康管理を行いましょう。
●人間ドック
対　　象　30歳～ 74歳の勝山市国民健康保険

被保険者
申込方法　申込書（広報かつやま１月お知らせ

版の折込）に必要事項をご記入し、
市民課、健康長寿課、または各公民
館に提出してください（電話申込可）

申込締切　３月９日（金）

●がん検診（無料）
対　　象　勝山市民（ただし、子宮がん検診は

20歳以上、乳がん検診は40歳以上が
対象）

申込方法　上記と同じ
申込締切　３月９日（金）

問　人間ドックについては　
　　　市民課（市役所１階）（☎88-8102）
　　がん検診については
　　　健康長寿課（すこやか内）（☎87-0888）

人間ドックの各種コース
コ　ー　ス 自己負担額

基本検査

１日ドック 12,500円

乳がん検
査受診者

40歳以上　14,200円

50歳以上　13,600円

追加検査
※上記金額に
追加されます

脳ドック +8,700円

ＰＥＴ-ＣＴ
※別日に実施

医大コース +40,900円

済生会コース +43,000円

脳ドック（単独） 13,500円

歯科ドック 4,800円

70歳以上の方の医療機関窓口での
自己負担割合が1割のままに

　現役並み所得者以外の方の高齢受給者証
には「２割（平成24年３月31日までは１割）」
と記載されていますが、４月１日以降も引
き続き１割負担です。
　なお、新しい高齢受給者証は３月下旬に
郵送しますので、届きましたら古い高齢受
給者証を市役所、すこやか、または各公民
館へお返しください。

平成24年度人間ドック・がん検診の平成24年度人間ドック・がん検診の
申し込みが始まっています申し込みが始まっています

国
保

高額医療・高額介護合算療養費高額医療・高額介護合算療養費

後期高齢者医療のお知らせ後期高齢者医療のお知らせ

　平成22年８月から平成23年７月までの12か月間で、後期高
齢者医療と介護保険サービスに支払った自己負担金額が右記
の限度額を超えている場合、申請するとその超えた分が払い
戻されます。
　なお、払い戻しの対象となる方には、県後期高齢者医療広
域連合から通知が届きます。市民課へ下記の必要なものを持
参し、申請してください。
※通知が届かなくても、世帯で後期高齢者医療と介護保険

サービスを受けられた場合、市民課へお問い合わせていた
だくことで、払い戻しの有無をご確認することができます

＜申請に必要なもの＞
・後期高齢者医療被保険者証　　・振込口座の通帳
・介護保険被保険者証　　　　　・印鑑（認め印）

高額医療・高額介護合算療養費
自己負担限度額（年額）

所得区分 自己負担限度額
（世帯単位）

現 役 並 み 所 得 者 67万円

一 　 　 般 56万円

低 所 得 Ⅱ 31万円

低 所 得 Ⅰ 19万円

　詳しくは下記までお問い合わせください。

問　市民課（市役所１階）（☎88‐8102）


